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■
心
身
に
障
害
の
あ
る
方
な
ど
へ
手

当
や
医
療
費
を
助
成

▼
特
別
障
害
者
手
当
（
国
制
度
）

f
心
身
に
重
度
の
障
害
が
あ
り
、
日

常
生
活
で
常
時
特
別
な
介
護
が
必
要

な　

歳
以
上
の
在
宅
の
方

２０
▼
障
害
児
福
祉
手
当
（
国
制
度
）

f
心
身
に
重
度
の
障
害
が
あ
り
、
日

常
生
活
で
常
時
介
護
が
必
要
な　

歳
２０

未
満
の
方

▼
特
別
児
童
扶
養
手
当
（
国
制
度
）

f
心
身
に
障
害
を
有
す
る　

歳
未
満

２０

の
障
害
児
を
監
護
ま
た
は
養
育
す
る

方

福
　
祉

福
　
祉

▼
重
度
心
身
障
害
者
手
当（
都
制
度
）

f
心
身
に
重
度
の
障
害
が
固
定
さ
れ

て
い
る
た
め
、
常
時
複
雑
な
介
護
を

必
要
と
す
る
在
宅
で
都
内
に
居
住

し
、
住
民
登
録
し
て
い
る
方
で
、
身

体
・
知
的
・
精
神
の
２
つ
以
上
の
重

度
の
障
害
が
あ
り
、
常
時
介
護
を
必

要
と
す
る
お
お
む
ね
３
歳
以
上　

歳
６５

未
満
の
方
※
対
象
外
…
①　

歳
以
上

２０

は
本
人
、　

歳
未
満
は
本
人
お
よ
び

２０

扶
養
者
な
ど
の
所
得
が
制
限
以
上
の

方
（
表
３
本
人
欄
参
照
）
②　

歳
以

６５

上
の
新
規
の
方
③
施
設
に
入
所
し
て

い
る
方
④
病
院
に
３
カ
月
以
上
入
院

し
て
い
る
方
h
手
当
…
月
６
万
円

　

い
ず
れ
も
j
現
在
受
給
中
（
支
給

停
止
中
を
含
む
）
の
方
に
は
平
成　
２３

年
度
現
況
届
を
郵
送
し
て
い
ま
す
。

指
定
の
期
日
ま
で
に
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。
未
提
出
の
場
合
、
所
得
制
限

内
で
あ
っ
て
も
支
給
停
止
と
な
り
ま

す
l
障
害
福
祉
課

■
心
身
障
害
者
（
児
）
福
祉
手
当

（
市
お
よ
び
都
制
度
）

　

市
お
よ
び
都
か
ら
手
当
て
が
あ
り

ま
す
。
対
象
や
支
給
月
額
は
表
２
の

と
お
り
で
す
。
詳
細
は
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

l
障
害
福
祉
課

■
難
病
手
当
受
給
者
の
方
へ
～
有
効

期
限
に
ご
注
意
を

　

○都
 

医
療
券
は
１
年
ご
と
に
更
新
と

な
り
ま
す
。
更
新
手
続
き
を
忘
れ
ず

に
お
願
い
し
ま
す
。
更
新
が
な
い
方

は
資
格
消
滅
と
な
り
ま
す
。

l
障
害
福
祉
課

■
心
身
障
害
者
医
療
費
助
成

　

都
で
は
、
重
度
の
心
身
障
害
が
あ

る
方
の
医
療
費
負
担
を
軽
減
す
る
た

め
に
医
療
費
の
一
部
を
助
成
し
て
い

ま
す
。
す
で
に
受
給
者
証
を
お
持
ち

の
方
ま
た
は
申
請
済
み
の
方
で
、
平

成　

年
中
の
所
得
が
制
限
額
以
下
の

２２
方
に
は
、
新
し
い
○障
 

受
給
者
証
を
８

月　

日
㈭
ま
で
に
郵
送
し
ま
す
。

２５

f
市
内
に
住
所
が
あ
り
、
身
体
障
害

者
手
帳
１
・
２
級
（
心
臓
な
ど
の
内

部
障
害
は
３
級
ま
で
）
ま
た
は
愛
の

手
帳
１
・
２
度
を
お
持
ち
の　

歳
未

６５

満
の
方
※
対
象
外
…
①
医
療
保
険
に

未
加
入
の
方
②
平
成　

年
中
の
所
得

２２

制
限
額
以
上
の
方
（
表
３
本
人
欄
参

照
）
③
生
活
保
護
受
給
者
i
印
鑑
、

健
康
保
険
証
、
身
体
障
害
者
手
帳
ま

た
は
愛
の
手
帳
l
障
害
福
祉
課

■
ふ
れ
あ
い
号
で
お
出
掛
け
し
ま
し

ょ
う

　

日
野
市
社
会
福
祉
協
議
会
で
は
、

「
簡
単
、
便
利
に
、
使
い
や
す
く
」

を
コ
ン
セ
プ
ト
に
、
福
祉
バ
ス
「
ふ

れ
あ
い
号
」（
リ
フ
ト
付
き
）
を
運
行

し
て
い
ま
す
。
予
約
方
法
な
ど
、
詳

細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

d
車
い
す
の
方
は
４
人
ま
で
利
用
可

h
登
録
料
…
１
万
円
、
利
用
料
…
障

害
者
団
体
３
万
１
千　

円
、
市
内
団

５００

体
４
万
４
千　

円
、
市
外
団
体
6
万

１００

3
千
円
※
走
行
距
離　
キ

ロ

以
下
の
場

４０

合
割
引
あ
り
。
有
料
道
路
料
金
、
乗

務
員
手
当
（
宿
泊
時
）、
駐
車
料
金
は

含
ま
れ
ま
せ
ん
l
同
協
議
会（
緯　
・
５８２

２
３
１
９
）

■　

歳
以
上
の
方
に
平
成　

年
度
介

６５

２３

護
保
険
料
決
定
通
知
書
を
送
付

▼
納
付
方
法

　

特
別
徴
収
の
方
は
年
金
か
ら
天
引

き
さ
れ
ま
す
。
普
通
徴
収
の
方
（
口

座
振
替
以
外
の
方
）
は
同
封
の
納
付

書
を
持
参
し
、
お
近
く
の
金
融
機

関
、
郵
便
局
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス

ト
ア
で
お
支
払
い
く
だ
さ
い
。

▼
保
険
料
の
納
め
忘
れ
に
ご
注
意
を

　

保
険
料
を
納
め
な
い
で
い
る
と
介

護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
と
き
に
、

支
払
い
や
費
用
負
担
に
変
更
が
生
じ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

l
高
齢
福
祉
課
介
護
保
険
係

■
身
体
障
害
者
、
知
的
障
害
者
相
談

員
を
紹
介

　

心
身
に
障
害
の
あ
る
方
や
そ
の
家

族
か
ら
の
相
談
を
受
け
る
た
め
、
市

長
か
ら
委
嘱
さ
れ
た
民
間
の
協
力
者

で
す
。
相
談
を
聞
き
、
助
言
や
指
導

を
行
い
、
障
害
の
あ
る
方
の
地
域
で

の
活
動
を
支
援
し
ま
す
。

a
任
期
…
平
成　

年
３
月　

日
ま
で

２４

３１

d
知
的
障
害
者
相
談
員
…
津
島
恭
子

（
緯　

・
３
７
７
５
）、
冨
張
理
子

５９２

（
緯　
・
３
６
２
６
）、
奥
住
み
ゆ
き

５９３

（
緯　
・
４
７
８
１
）、
身
体
障
害
者

５８１

相
談
員
…
加
藤
久
美
子
（
身
体
・
緯

　
・
０
７
５
１
）、
伊
藤
勝
昭
（
身
体

５８２・
緯　

・
８
５
０
４
）、
鮫
島
京
子

５８３

（
内
部
・
緯　
・
６
５
５
２
）、
有
山

５８５

一
博
（
聴
覚
・
思　

・
５
２
７
５
死

５９３

kariyam
a@
m
ail.hinocatv.

ne.jp

）、
高
島
亮
樹
（
視
覚
・
緯　
０８０

・
１
０
９
２
・
３
４
７
３
）
l
障
害

福
祉
課

 
■
都
営
住
宅
入
居
者
募
集

　

募
集
住
宅
・
申
込
資
格
な
ど
、
詳

細
は
「
募
集
の
ご
案
内
」
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

a
b
募
集
の
ご
案
内
配
布
…
８
月
１

日
㈪
～　

日
㈬
午
前
８
時　

分
～
午

１０

３０

住
　
宅

住
　
宅

後
５
時　

分
に
市
役
所
１
階
市
民
相

１５

談
窓
口
・
４
階
財
産
管
理
課
、
七
生

支
所
、
豊
田
駅
連
絡
所
で
配
布
※
日

曜
日
を
除
く
k
８
月　

日
㈪（
必
着
）

１５

ま
で
に
申
込
用
紙
を
郵
送
※
募
集
期

間
中
、
申
込
用
紙
は
東
京
都
住
宅
供

給
公
社
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（h

ttp
://

w
w
w
.to-k
ou
sy
a.or.jp

/

）
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
l
同
公
社
募
集

セ
ン
タ
ー
（
８
月
１
日
～　

日
…
緯

１０

０
５
７
０
・
０
１
０
８
１
０
、　

日
１１

㈭
以
降
…　

・
３
４
９
８
・
８
８
９

０３

４
）

■「
ひ
の
市
民
カ
ー
ド
」の
申
請
方
法

▼
印
鑑
登
録
証
を
お
持
ち
の
方
…
①

印
鑑
登
録
証
②
本
人
確
認
が
で
き
る

書
類
（
運
転
免
許
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
、

保
険
証
な
ど
）
を
持
参
し
、「
ひ
の
市

民
カ
ー
ド
（
カ
ワ
セ
ミ
）」
へ
の
引
き

換
え
を
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
印
鑑
登
録
を
し
て
い
な
い
、
ま
た

は
不
要
の
方
…
本
人
確
認
が
で
き
る

書
類
（
運
転
免
許
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
、

保
険
証
な
ど
）
を
持
参
し
「
ひ
の
市

民
カ
ー
ド
（
選
之
介
）」
の
交
付
申
請

を
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
「
ひ
の
市
民
カ
ー
ド
」
を
お
持
ち

の
方
で
暗
証
番
号
登
録
を
し
て
い
な

い
方
…
①
「
ひ
の
市
民
カ
ー
ド
（
カ

ワ
セ
ミ
）」②
本
人
確
認
が
で
き
る
書

類
（
運
転
免
許
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
、

保
険
証
な
ど
）
を
持
参
し
、
暗
証
番

号
登
録
の
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

い
ず
れ
も
、
本
人
以
外
に
よ
る
手

続
き
は
で
き
ま
せ
ん
。

▼
申
請
窓
口
…
市
役
所
１
階
市
民
窓

口
課
、七
生
支
所
※
自
動
交
付
機
の

設
置
場
所
な
ど
に
つ
い
て
は
表
１
の
と

お
り
で
す
。

　

い
ず
れ
も
l
市
民
窓
口
課
、
七
生

支
所

■
郵
便
局
で
も
住
民
票
な
ど
の
発
行

を
行
っ
て
い
ま
す

　

市
内
郵
便
局
９
局
で
も
一
部
の
証

明
書
発
行
を
し
て
い
ま
す
（
表
２
参

照
）。
お
近
く
の
郵
便
局
窓
口
を
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

l
市
民
窓
口
課

住
民
票
な
ど
の
証
明
書
発
行
に
関
す
る
お
知
ら

住
民
票
な
ど
の
証
明
書
発
行
に
関
す
る
お
知
ら
せせ

平
山
季
重
ふ
れ
あ
い
館
で
も
使
用
で
き
る
自
動
交
付
機
を
ご
利
用
く
だ
さ

平
山
季
重
ふ
れ
あ
い
館
で
も
使
用
で
き
る
自
動
交
付
機
を
ご
利
用
く
だ
さ
いい

表１
支給制限支給回数と支給月手当の受給（申請）ができない方手当の受給（申請）ができる方支給月額手当名

受給者（申請者）
の所得や、配偶者
・扶養義務者の所
得が表３の額以上
である場合は、支
給されません。

年４回払い
（２・５・８・１１月）
申請月の翌月から
該当

・２０歳未満の方
・施設などに入所している方
・病院または診療所に３カ月
以上入院している方

２０歳以上の方で、おおむね以下の程度の障害
をお持ちの方（手帳の等級等は目安です。）
・身体障害者手帳１、２級程度（内部障害は絶
対安静で生活全般に全て介護が必要な方）

・愛の手帳１、２度程度
・上記と同等の疾病､精神障害をお持ちの方

２６,３４０円特別障害
者手当

・２０歳以上の方
・施設などに入所している方
・障害を支給事由とする給付
（障害年金など）を受けて
いる方

２０歳未満の方で、おおむね以下の程度の障害
をお持ちの方（手帳の等級等は目安です。）
・身体障害者手帳１、２級程度
・愛の手帳１、２度程度
・上記と同等の疾病､精神障害をお持ちの方

１４,３３０円障害児福
祉手当

受給者（申請者）
の所得や、配偶者
・扶養義務者の所
得が表３の額以上
である場合は、支
給されません。

年３回払い
（４・８・１１月）
申請月の翌月から
該当

養育している障害児が
・施設などに入所している方
・障害を支給事由とする給付
（障害年金など）を受給し
ている方

次のいずれかの障害をお持ちの２０歳未満の児
童を養育する父母または養育者
・身体障害者手帳１〜３級程度。４級は下肢
の一部

・愛の手帳１〜３度程度
・上記と同等の疾病､精神障害をお持ちの方

重度
５０,５５０円
中度
３３,６７０円

特別児童
扶養手当

※なお、上記のいずれの手当も原則として所定の「診断書」による判定が必要です
表２

支給制限支給回数と支給月手当の受給（申請）ができない方手当の受給（申請）ができる方支給月額手当名

受給者の所得
が表３（本人）
の額以上であ
る場合は支給
されません。

年３回払い
（４・８・１２月）
申請された月から
該当

・施設などに入所している方
・新規で６５歳以上の方
詳細は障害福祉課まで

２０歳以上で身体障害者手帳１・２級の方、愛の手帳
１〜３度の方、進行性筋萎縮症・脳性まひの方

都制度
１５,５００円

心身障害
者（児）
福祉手当

主に２０歳未満で身体障害者手帳１・２級、　愛の手
帳１〜３度の方、進行性筋萎縮症・脳性まひの方、
その他都制度非該当の方

市制度
１２,０００円

身体障害者手帳３・４級の方、愛の手帳４度の方　８,０００円
都発行の難病医療券をお持ちの方１０,０００円
身体障害者手帳４級以上と愛の手帳４度以上両方
お持ちの方　３,０００円

表３

特別児童扶養手当額
特別障害者・障害児福祉手当・重度
心身障害者手当・心身障害者（児）福
祉手当・心身障害者医療費助成額扶養数

配偶者および扶養義務者本人配偶者および扶養義務者本人
６,２８７,０００４,５９６,０００６,２８７,０００３,６０４,００００人
６,５３６,０００４,９７６,０００６,５３６,０００３,９８４,０００１人
６,７４９,０００５,３５６,０００６,７４９,０００４,３６４,０００２人
６,９６２,０００５,７３６,０００６,９６２,０００４,７４４,０００３人
７,１７５,０００６,１１６,０００７,１７５,０００５,１２４,０００４人
７,３８８,０００６,４９６,０００７,３８８,０００５,５０４,０００５人
　２１３,０００　３８０,０００　２１３,０００　３８０,０００１人増ごとに

※重度心身障害者手当の所得は、左の本人欄のみで判定。２０歳未満は本人または扶養
者や同居人の所得で、２０歳以上は本人の所得で左の本人欄を使用して判定します。
所得超過の場合は、申請できません

※心身障害者医療費助成は左の本人欄のみで判定。２０歳以上は本人の所得、２０歳未満
は加入医療保険の世帯主の所得。所得超過の場合は申請できません
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●自動交付機の運用について 表１
発行できる証明設置場所運用時間

印鑑登録証明書、住民票
の写し、戸籍謄抄本、課
税（非課税）証明書

●市役所
　１階夜間受付窓口側
　１階市民窓口課南側
　神明１－１２－１

月曜〜金曜日
８：３０〜２０：００
土曜・日曜日、祝日
８：３０〜１７：００

●七生支所
　高幡１２８－５京王高幡SC２階
●豊田駅連絡所
　多摩平２－１－１

●平山 季  重 ふれあい館１階
すえ しげ

　平山５－１８－２

月曜〜金曜日
９：００〜２０：００
土曜・日曜日、祝日
９：００〜１７：００
※ご利用には「ひの市民カード」への暗証番号登録が必要です

●郵便局での取り扱い 表２
月曜〜金曜日　　９：００〜１６：００受付時間
七生、日野北、日野駅前、日野百草、日野南平、日野新町、百草園駅
前、日野旭が丘、日野下田取扱郵便局

印鑑登録証明書、住民票の写し、戸籍全部（個人）事項証明（戸籍謄抄
本）、改製原戸籍謄抄本、除籍謄抄本、課税（非課税）証明書、納税証明書取扱証明

・申請は本人のみ
・代理人が申請する場合は、市民窓口課、七生支所、豊田駅連絡所で
申請してください。

・本人確認書類（運転免許証、パスポート、顔写真付住基カードなど）
を必ずお持ちください。

・印鑑証明書が必要な方は、印鑑登録証またはひの市民カードをお持
ちください。

注意事項


